
林業種苗法（昭和 45 年法律第 89 号）第 10 条第２項の規定により、井上早苗氏及

び橋本蘭丸氏から次のとおり生産事業者の登録を受けたい旨の届け出があり、同条第

３項の規定により登録を行った。 

 

  令和６年 12月６日 

山形県知事  吉 村 美栄子   

 

登

録

番

号 

生産事業者 

登録内容 
登録 

年月日 
氏名 住所 

285 井上 早苗 
最上郡真室川町大字差

首鍋 171 

 

 

生産事業の内容 

１ 種穂  イ 採取               

ロ 精選 

２ 苗木  イ 幼苗の育成                

ロ 幼苗以外の

苗木の育成 

 

 

事業所の名称及び所在地 

井上 早苗 

最上郡真室川町大字差首鍋

171 

 

 

生産事業に係る種苗の採取 

又は育成の場所 

最上郡真室川町大字大沢字大

向山 4696-3 

最上郡真室川町大字差首鍋字

高坂向

167-1,167-7,171,175-1 

 

 

令和６年12月６日     

 

 

 

 

 

 



登

録

番

号 

生産事業者 

登録内容 
登録 

年月日 
氏名 住所 

286 橋本 蘭丸 
最上郡真室川町大字新

町 130-3 

 

 

生産事業の内容 

１ 種穂  イ 採取               

ロ 精選 

２ 苗木  イ 幼苗の育成                

ロ 幼苗以外の

苗木の育成 

 

 

事業所の名称及び所在地 

橋本種苗園 

最上郡真室川町大字大沢

4696-2 

 

 

生産事業に係る種苗の採取 

又は育成の場所 

最上郡真室川町大字大沢字大

向山 4696-3 

 

 

令和６年12月６日     

 


